
                              教保体第１０４３号 
                              令和５年９月１５日 
 

各市町村教育委員会教育長 
 各 県 立 学 校 長  様 
 各教育事務所（支所）長  
 
 

埼玉県教育委員会教育長 
 
 

体育の授業及び体育的活動時の熱中症事故の防止について（通知） 
 
 学校教育活動における熱中症事故の防止については、特段の御配意をいただき感謝申し

上げます。 
 昨日、県内小学校の体育の授業中、複数の児童が体調不良を訴え、熱中症の疑いで救急

搬送される事案が発生しました。今後も３０度以上の気温が続くことに加え、新型コロナ

ウイルス感染症等の罹患により、児童生徒の体調不良が長期化することなども予想されま

す。 
 つきましては、今後予定されている運動会及び体育祭等の練習を含め、改めて、下記事

項に留意の上、熱中症事故の防止に万全を期すとともに児童生徒の体調管理に努めるよう

お願いします。 
なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下各学校に周知をお願いします。 
 

記 
 

１ 熱中症の発生が予見される環境下で活動する場合には、気象庁の情報や環境省の熱中

症予防情報サイトの暑さ指数等の情報に十分留意し、気温、湿度等の環境条件に配慮し

た教育活動を実施すること。 
 
２ 活動の前や活動中に、暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）：Wet Bulb Globe Temperature）

を計測する等し、熱中症事故の危険度の把握に努めること。 
  ※環境省の「熱中症予防情報サイト」で実況値・予測値を確認できます。 
   http://www.wbgt.env.go.jp/ 
 
３ 熱中症警戒アラートの発令時や、最高気温が３５度以上の予報が出された場合には、

活動の中止、延期、見直しを検討し、児童生徒の安全確保を最優先とすること。 
 
４ 暑さ指数や熱中症警戒アラートに基づいて活動中止の判断に至らない場合において

も、児童生徒等の様子をよく観察する等、熱中症事故の防止に万全を期すこと。 

http://www.wbgt.env.go.jp/


５ 児童生徒に対して、以下の点についても十分指導すること。 
 ・ 登下校や移動時も、帽子等により日差しを遮る等の対策を行う。 
 ・ なるべく複数で登下校や移動を行い、互いに水分補給や休憩の声掛け等を行う。 
 ・ 運動後には、気象状況も踏まえつつ、十分にクールダウンを行う。 
 ・ 体調不良等で下校やその他活動が困難だと感じる場合にはためらわず申し出る。 
 
６ 保護者に対しても、熱中症対策についての情報提供を行う等、必要な連携を図ること。 
 
【熱中症に関する情報】 
・厚生省：熱中症関連情報 
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/ 
・日本気象協会の熱中症情報 

https://tenki.jp/heatstroke/ 
・環境省：熱中症予防情報サイト（暑さ指数(WBGT)を用いた予防情報） 

http://www.wbgt.env.go.jp/ 
・環境省：熱中症環境保健マニュアル 

http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 
・気象庁：熱中症から身を守るために 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html 
・総務省：熱中症情報 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html 
・独立行政法人日本スポーツ振興センター：熱中症を予防しよう～知って防ごう熱中症～ 

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?Tabid=114 
・公益財団法人日本スポーツ協会：熱中症を防ごう 

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html 
 
【熱中症に関する通知】 
・（資料１）令和５年４月１日付け教保体第１号 

    「体育的活動時の事故防止について（通知）」 
・（資料２）令和５年８月３日付け教保体第８１９号 
     「部活動等における熱中症事故防止の徹底について（通知）」 
・（資料３）令和５年８月１７日付け教保体第８００号 
     「体育的活動時の熱中症事故の防止について（通知）」 
・（資料４）令和５年８月２３日付け教保体第９１０号 
     「休業日明けの時期等における熱中症事故の防止について（通知）」 
 

 
 
 
 

担当 
県立学校部保健体育課 
学校体育担当    
ＴＥＬ 0 4 8 - 8 3 0 - 6 9 4 7 
ＦＡＸ 0 4 8 - 8 3 0 - 4 9 7 1 
Ｅmail a6960-04@pref.saitama.lg.jp 

令和５年度 体力向上に向けた目標 
一人一人が「目標を持って」取り組み、 

「自己の体力の伸びを実感」できるようにする。 

県の体力向上に向けた合い言葉 

「コツコツときたえた体は たからもの」 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/
https://tenki.jp/heatstroke/
http://www.wbgt.env.go.jp/
http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?Tabid=114
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html
mailto:a6960-04@pref.saitama.lg.jp
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体育授業・運動部活動における事故防止の５則について 

埼玉県教育委員会 

１ 児童生徒の実態に即した指導計画の作成 

 ・ 学校の教育目標や部活動の運営方針に即した年間指導計画や日々の活

動計画を作成すること。その際、児童生徒の体力や技能、気象条件等の

実態に即した計画を作成すること。また、運動部活動においては、生徒

や保護者に練習日と休養日を明示すること。 

    

２ 施設・設備・用具などの日々の安全点検の励行 

 ・ 定期点検や活動前の事前点検を励行し、異常がある場合は速やかに適

切な処置を施すこと。また、用具の保管場所を決め、整理・整頓に努め

ること。 

    

３ 活動開始前の健康観察の実施 

 ・ 活動開始前に、児童生徒の健康状態を必ず把握すること。また、児童

生徒自身が自己の健康状態や体力を知り、それに応じて運動を実践する

ことができるよう指導をすること。 

    

４ 活動中や活動後の声掛けと安全確認 

 ・ 活動中や活動後は、児童生徒に常に声を掛け、技能、態度及び健康状

態を把握すること。また、同一場所で複数が活動している場合には、常

に周囲の状況を確認し、安全確保に努めること。 

    

５ 事故発生時の迅速かつ適切な対応 

 ・ 万一の事故発生時には、一人で対応することがないよう、日頃から全

教職員が迅速かつ適切な対応ができるよう役割分担や手順を明確にし

ておくこと。 

 ・ 特に、頭部への負傷については、外傷がなくても、救急搬送を視野に

迅速に対応すること。 

 ・ ＡＥＤの使用など、初期対応に万全を期すこと。 

資料１－１
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  事 務 連 絡 

令和５年７月３１日 
 
各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課 
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  御中 
附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課 

 
文部科学省総合教育政策局          

男女共同参画共生社会学習・安全課  
 

スポーツ庁地域スポーツ課 
 

 
事件・事故情報の共有・注意喚起について 

（部活動の帰宅中における中学生の死亡事案（熱中症疑い）の発生について） 
 
下記のとおり事件・事故情報を共有します。 

 再発を防ぐため、留意事項を踏まえ、各校の備えを改めて確認する等対応について 
よろしくお取り計らい願います。 

記 
 

発生日時 令和５年７月２８日 午前 11 時頃 
被害状況 生徒 1 名死亡 

事件・事故の概要 部活動の帰宅中に歩道で熱中症とみられる症状で倒れ、意識不明の状態で
病院に搬送され死亡したもの 

再発防止のための 
留意事項 

令和５年４月２８日付け文部科学省通知「学校教育活動等における熱中症事
故の防止について（依頼）」おいて、熱中症事故を防止するための環境整備
として、気温が高くなる前からの対策、適切な水分補給や空調の利用など
を行うことや、各種活動実施に関する判断基準の例として、各学校で定め
ることが義務となっている「危機管理マニュアル」等において予め各種活
動の判断基準や判断者を定めておくこと、活動実施の判断には熱中症警戒
アラートや暑さ指数を用いることが考えられること、更には児童生徒等へ
の熱中症防止に関する指導として、児童生徒等自らが体調管理等を行うこ
とができるよう、帽子の着用や水分補給、体調不良時の対応に関する適切
な指導を行うこと等について依頼をしています。 

また、令和 5 年 5 月 12 日付けスポーツ庁通知「熱中症事故の防止につ
いて（依頼）」において、熱中症は、スポーツ等の活動前に適切な水分補給
を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる環境を整え、活
動中や終了後にも適宜補給を行うこと等の適切な措置を講ずることや、熱
中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分の補給、体
温の冷却、病院への搬送等適切な処置を行うこと等について通知していま
すので、改めてご確認いただき、適切な対応の徹底をお願いします。 

 

資料２－２



 
 

参考資料 

令和５年４月２８日付け文部科学省通知 
「学校教育活動等における熱中症事故の防止について（依頼）」 
令和 5 年 5 月 12 日付けスポーツ庁通知 
「熱中症事故の防止について（依頼）」 
文部科学省学校安全ポータルサイト 
「熱中症・水難事故防止関連情報」 
 

※ 参考資料にはリンクを貼っていますので、クリックで資料に遷移します。 
 

【担当】 
文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 
安全教育推進室 学校安全係 電話：03-6734-2966 
 
スポーツ庁地域スポーツ課 学校運動部活動係 電話：03-6734-3953 
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 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/ 
 

https://tenki.jp/heatstroke/ 
(WBGT)  

http://www.wbgt.env.go.jp/ 
 

http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 
 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html 
 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html 
 

http://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?Tabid=114 
 

http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html 
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http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList9_2.html
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?Tabid=114
http://www.japan-sports.or.jp/medicine/guidebook1.html


教保体第９１０号 

令和５年８月２４日 

 

 各市町村教育委員会学校安全主管課長 

 各 県 立 学 校 長  様  

 各教育事務所（支所）長 

 

 

埼玉県教育委員会教育長 

 

 

休業日明けの時期等における熱中症事故の防止について（通知） 

 

 標記の件について、文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安

全課他から、別添（写）のとおり周知の依頼がありました。 

 県内では連日熱中症警戒アラートが発表されるなど、気温３５℃を超えるよ

うな猛暑が続いております。 

 各学校におかれましては、休業日明けの登校再開にあたり、下記の事項に御留

意いただき、引き続き熱中症事故の防止について、適切に御対応いただくようお

願いいたします。 

 なお、市町村教育委員会におかれましては貴管下各学校等に周知くださるよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

１ 休業日明け等の体が暑さや運動等に慣れていない時期は熱中症事故のリス

クが高いことや、それほど高くない気温（25～30℃）でも湿度等その他の条

件により発生していることを踏まえ、教育課程内外を問わず熱中症事故の防

止のための適切な措置を講ずること。 

 

２ 活動の前や活動中に、暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度）：Wet Bulb Globe 

Temperature）を計測する等し、熱中症事故の危険度の把握に努めること。 

  ※環境省の「熱中症予防情報サイト」で実況値・予測値を確認できます。 

   http://www.wbgt.env.go.jp/ 

 

３ 暑さ指数や熱中症警戒アラートに基づいて活動中止の判断に至らない場合

においても、児童生徒等の様子をよく観察する等し、熱中症事故の防止に万

全を期すこと。 

写
資料４

http://www.wbgt.env.go.jp/


 

４ 児童生徒に対して、以下の点についても十分指導すること。 

 ・ 登下校や移動時も、帽子等により日差しを遮る等の対策を行う。 

 ・ なるべく複数で登下校や移動を行い、互いに水分補給や休憩の声掛け等 

  を行う。 

 ・ 運動後には、気象状況も踏まえつつ、十分にクールダウンを行う。 

 ・ 体調不良等で下校やその他活動が困難だと感じる場合にはためらわず申 

  し出る。 

 

５ 保護者に対しても、熱中症対策についての情報提供を行う等、必要な連携

を図ること。 

 

 

担 当：健康教育・学校安全担当 阿久津広真 

電 話：０４８－８３０－６９６４ 

Email：a6960-01@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6960-01@pref.saitama.lg.jp

